
【お問い合わせ】

八女市役所 子育て支援課 こども保育係

〒834-8585 八女市本町６４７番地

TEL ０９４３－２３－１３５１（直通）

保育所等入所申込みのしおり

令和６年度



♪ 入所申込みのまえに ♪

保育所等の利用を希望される保護者は、下記についてよく確認されお申込みください。

①利用を希望される保育所等については、事前に施設を見学していただき、保育方針や保育内容などを
十分ご確認のうえお申込みください。

②入所日は月の初日からで、退所日は月の末日です。（月途中での入所や退所はできません。）また、
年度途中の転園は原則できません。

③入所が可能な月齢は原則満６か月からです。ただし、入所を希望する保育所等の利用定員に空きがあ
り、かつ受入基準を満たしている場合はこの限りではありません。

④入所を希望されるお子さまの発育や発達に不安がある場合は、お申込みの際に必ずお伝えください。

⑤入所申込み後、あるいは入所された後に、世帯状況に異動（保護者の離婚、婚姻、死亡等）があっ
た場合や確定申告の修正申告等により市区町村民税額が変更になった場合は、すみやかに八女市役
所子育て支援課へご連絡ください。

１．入所の申込みができるのは

八女市に住民票があり、家庭の状況が次のいずれかに該当することが必要です。

□ 自宅外で仕事をしている（夜間の労働を含む）
□ 自宅内でお子さまと離れて日常の家事以外の仕事をしている
□ 妊娠中または産後である
□ 保護者が病気または障がいがある
□ 同居または長期入院などしている親族の介護・看護をしている
□ 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている
□ 求職活動（起業準備を含む）をしている
□ 就学している（職業訓練校等における職業訓練を含む）
□ 虐待やＤＶのおそれがある
□ 育児休業取得中に、既に保育所等を利用している子どもがいて継続利用が必要である
□ そのほか、上記に類する状態として市が認める場合（新生児の育児など）

は じ め に
保育所とは、保護者の就労や病気などの理由により、家庭において必要な保育を受
けることが困難な乳幼児をお預かりする施設です。
このしおりでは、保育所、認定こども園の保育部、小規模保育施設を総称し「保育
所等」と表記しています。



２．必要な書類

入所を申込まれる際は、次の書類をすべて揃えて提出してください。なお、必要な書類は子育て支援課
や各支所市民生活福祉係（黒木支所のみ生活福祉係）、やめっこ未来館および各保育所等に準備し
ています。また、市のホームページからダウンロードもできます。

①施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書または現況届（兼保育所
等入所申込書兼児童台帳）

②マイナンバー（個人番号）台帳兼届出書
③保育の必要性を証明する書類
④令和６年度保育所等入所申請チェック票
⑤保育料の軽減措置に必要な書類（※ 必要な方のみ）
⑥医療的ケア等に関する意見書・指示書（※ 必要な方のみ）

①施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書または現況届（兼保育
所等入所申込書兼児童台帳）
申込書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定（以下「教育・保育給付

認定」という。）の申請と、保育所等への入所申込みを兼ねたものとなっています。入所申込みをされる
お子さまお一人につき一枚の提出が必要です。

◎ お子さまが満３歳になり３号認定から２号認定へ変わる際は、市で認定の変更を行います。ただし、認定こど
も園で教育（１号認定）を希望される場合は、保護者から１号認定の申請手続きが必要です。

◎ ４月入所の場合は認定事務が集中し審査に時間を要しますので、支給認定証のお届けは１月下旬以降と
なります。

②マイナンバー（個人番号）台帳兼届出書

届出書には、世帯分離に関係なく同居している人(父・母・兄弟姉妹・祖父母・同居の障がい者すべ
て）について記入していただき提出をお願いします。なお、提出の際に申請者（保護者）の番号確認
および本人確認を行います。受付時は番号確認のための個人番号カードや通知カードおよび身元確認
のための運転免許証など提示できる書類を持ってお越しください。
以前に提出され世帯状況に変更がない場合は提出の必要はありません。ただし、以前提出された後

に、出産や婚姻、転居などで同居家族が増えた場合はその方のマイナンバーの届出をお願いします。

認定区分の対象 利用できる施設 認定区分 認定の有効期間注

満３歳以上（４月１日時点） 保育所
認定こども園の保育部 ２号認定 小学校就学前まで

満３歳未満（４月１日時点） 保育所、小規模保育施設
認定こども園の保育部 ３号認定 満３歳となる誕生日の

前々日まで



③保育の必要性を証明する書類
保育の必要性を証明するため、次のうち父母それぞれ該当するものを提出してください。

保育を必要とする理由によっては、次のいずれかに区分されます。

○ 保育を必要とする事由が「疾病・障がい」や「介護・看護」、「就学」の場合、保護者からの申立書により確認し「標
準」または「短時間」を決定します。

○ 「標準」または「短時間」の決定にあたっては、「基準となる就労などの時間」に加え、通勤時間や就労の時間帯など
も考慮し決定します。

○ 保育を必要とする事由が「求職活動」や「育児休業」、「その他」の場合、原則として「短時間」となります。
○ 月の途中で「標準」または「短時間」の変更はできません。内容等の確認を行ったうえで翌月からの変更になります。

④令和６年度保育所等入所申請チェック票

⑤保育料の軽減措置に必要な書類（必要な方のみ）
世帯に同居の障がい者がいる場合は、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の写し
を提出してください。

保育の必要量の区分 基準となる就労などの時間

保育標準時間（最長１１時間まで） １か月当たりの就労などの時間が１２０時間以上の場合

保育短時間（最長８時間まで） １か月当たりの就労などの時間が１２０時間未満の場合

保育を必要とする理由 保育の必要性を証明する書類

就労
○就労証明書
※１か月当たり６０時間以上の就労必須

妊娠・出産 ○母子手帳（写）
※産前３か月から産後２か月（出産月を除く）までが有効期間

保護者の疾病・障がい
○保育所等入所に関する申立書
○入院や通院が確認できる書類の写し、身体障害者手帳の写しなど

同居親族の介護・看護
○保育所等入所に関する申立書
○要介護（看護）者の介護健康保険証、または診断書など

災害復旧
○保育所等入所に関する申立書
○罹災証明書など

求職活動（起業準備含む）
※入所期間は、入所月を含めて３か月間

○求職中を証明する書類（ハローワークカード（写）など）
○保育所等入所に関する申立書（起業準備の場合）

就学（職業訓練含む）
○在学証明書
○保育所等入所に関する申立書

虐待やＤＶのおそれがあること ○保育所等入所に関する申立書

育児休業
○就労証明書
※育児休業法等に基づく育児休業期間が属する月の末日までが有効期間

その他（新生児の育児など） ○保育所等入所に関する申立書など（新生児の育児の場合は書類不要）
※満 1 歳の誕生日が属する月の末日までが有効期間



⑥医療的ケア等に関する意見書・指示書（必要な方のみ）
「医療的ケア児等」とは、①「日常生活を営むために医療を要する状態にある乳幼児」及び②「医療的ケア
は必要ないが障がい等のため、保育の実施にあたり医師の指示を要する乳幼児」をいい、集団保育の可否
や利用調整の際に必要となりますので、主治医が記載した「医療的ケア等に関する意見書・指示書」を提出
してください。※ 看護師等の配置が必要となるため、受け入れができない場合があります。

３．入所の申込み方法・期間

来年度４月入所の申込み受付は、１１月中に実施します。詳しい日程や受付会場を市の広報誌や
ホームページでご確認いただき、提出書類をお持ちのうえ各会場へお越しください。なお、決められた日程で
お手続きができない方は、１１月３０日（木）までに八女市役所子育て支援課または各支所市民生
活福祉係（黒木支所のみ生活福祉係）に提出してください。
第１次選考の対象は１１月３０日（木）までに提出された方となります。

４．入所までのスケジュール

新年度４月入所の場合の入所申込みから決定、入所までのスケジュールは下記のとおりです。

◎ 教育・保育給付認定は、申請書を市が受理した日から３０日以内にしなければならないこととなっています
が、４月入所の場合は認定事務などが集中し審査に時間を要するため、認定結果は入所承諾書と併せて
お送りします。

◎ 新規で入所が決定したお子さまは、施設へ直接ご連絡していただき、所長（園長）との面談を受けていた
だきます。

１２月

１月

第１希望の保育所等に利用定員を超える申込みがあった場合は、市で利用調整を
行い、第２・第３希望または利用可能な保育所等をご案内する場合があります。

１１月中 保育所等への入所申込み

市から入所承諾書や支給認定証（新規入所児
と認定内容が変更となる在園児）が届きます。

保育所等への入所決定

～

４月１日

教育・保育給付認定の申請と保育所等への
入所申込みを同時に行います。

１月下旬
～

保育所等へ入所



幼児教育・保育の無償化に伴い、下記のお子さまの保育料は無料になります。
２号認定（４月１日時点で３歳以上の児童）
３号認定（３歳未満の児童）で市区町村民税非課税世帯

※年度途中で３歳になるお子さまは翌年度の４月１日から無料になります。

５．利用調整

利用を希望された保育所等に利用定員を超える申込みがあった場合には、市が定める利用調整のための
基準に基づき優先順位を設定し利用調整を行います。

※利用調整により、第２希望・第３希望または利用可能な保育所等をご案内する場合がありますので、
あらかじめご了承ください。なお、転園申込みの場合、現在在園している保育所等を継続利用できる
とは限りませんので、あらかじめご了承ください。

利用調整の概要

※ 基本点数および調整点数の合計が同一点数で並ぶ場合には、「同一点数時の順位」により優先順位を設定します。

６．保育料

保育料は、お子さまの保護者の市区町村民税額と、お子さまの年齢区分および保育の必要量の区分に
より市が決定します。ただし、父母の収入合計が２００万円未満（ひとり親で１００万円未満）の場合
は、同居の祖父母のどちらか収入の多いほうの市区町村民税額を算入し決定します。

＜保育料に関する留意事項＞
◎ 年齢の区分は、当該年度の 4月 1 日現在の年齢が適用されます。
◎ 保育料は、４月中旬にお知らせします。（年度途中入所の場合は、入所前月中にお知らせします。）
◎ 世帯状況に異動（保護者の離婚、婚姻、死亡等）があった場合や確定申告の修正申告等により市

区町村民税額が変更になった場合は、速やかに八女市役所子育て支援課までご連絡ください。
◎ 収入状況等の確認が必要な場合は別途書類を求める場合があります。

合
計
点
数

基本点数
・保育を必要とする理由およびその状況（就労時間など）により設定した点数を
父母それぞれに採点し合計する。
・ひとり親の場合は、当該ひとり親の点数に１００点を合算する。

調整点数
・次の項目について状況により加点する。
①児童の状況 ②世帯の状況 ③きょうだいの状況
④特定保育・教育施設等の保育士等 ⑤その他の状況

当年度の市区町村民税額に基づく保育料前年度の市区町村民税額に基づく保育料

４月～８月 ９月～３月

毎年９月が保育料の切替え時期です

※保護者などの市区町村民税の状況により、年度の途中でも変更になる場合があります。



７．副食費の徴収

２号認定のお子さまの副食費（おかず代等）は保育料から切り離され、保護者負担となります。

ただし、年収３６０万円未満相当世帯のお子さまと第３子以降のお子さまについては副食費が免除と

なります。３号認定のお子さまについてはこれまでどおり保育料に含まれます。また、2 号認定のお子さまの主

食費（白ごはん代）は八女市が負担しますので白ごはんを用意する必要はありません。

※年収３６０万円未満相当世帯とは、市区町村民税所得割課税額が５７，７００円未満（ひとり親世帯、障
がい者のいる世帯は７７，１０１円未満）の世帯のことをいいます。

※第３子以降のお子さまとは、小学校就学前のお子さまから数えて第３子以降のお子さまのことをいいます。

＜留意事項＞

◎免除対象者には、市から通知が届きます。

◎施設によっては徴収方法が異なりますので、詳しくは直接施設へお尋ねください。

８．保育料の納付方法

保育料の納付先および納付方法は、利用する施設によって異なりますので、お間違えのないようご注意くださ
い。

口座振替に関する留意事項（認定こども園および小規模保育施設は除く）

◎ ４月分から口座振替を希望される方は、３月末日（ゆうちょ銀行は３月１０日）までに各金融
機関の窓口で手続きをお願いします。

◎ 口座振替の有効期間は卒園までです。

◎ 既に保育料を口座振替されている兄姉がいれば、保護者からの手続きは不要です。

◎ 八女市への口座振替依頼書は、子育て支援課や各支所市民生活福祉係（黒木支所のみ生活
福祉係）、または市内の金融機関窓口でお申し付けください。

◎ 口座振替が始まるのは、金融機関が受け付けた月の翌月分からとなります。ただし、ゆうちょ銀行は、
毎月１０日までの受付分は翌月から振替開始となり、１１日以降受付分は翌々月から振替開始
となります。

◎ 口座振替を希望されない場合は、納付書により金融機関の窓口、納付書に記載のコンビニエンスス
トアまたはスマートフォン決済アプリ（LINE Pay、PayPay）での納付をお願いします。

利用する施設 納付先 納付方法

保育所 八女市 口座振替または納付書払

認定こども園、小規模保育施設 各施設（事業者） 各施設へご確認ください



９．住所が変わるときは

転居により住所が変更となる場合は、各施設と八女市役所子育て支援課に届け出てください。
八女市外へ転出される場合は「退所」となりますので届出が必要です。各施設と子育て支援課または各

支所市民生活福祉係（黒木支所のみ生活福祉係）へ届け出てください。なお、転出する月の末日までは
当該施設を利用することができます。

１０．年度途中入所の申込み

全ての保育所等において４月の入所が決定した後、受入可能である保育所等についてのみ５月以降
の途中入所が可能です。
途中入所のお申込みは 4 月１日（月）から受け付けます。お手続きの要領などは、このしおりでよくご
確認のうえ、すべての書類をそろえていただきお申込みください。

◎ 途中入所は入所希望月の前月１０日までにお申込みください。

◎ 途中入所の優先順位は先着順ではありません。入所希望月の早い方から入所の可否を審査
し決定します。

◎ 保育所等によっては、年度の途中で保育士数などの受入れ基準が上限に達する場合もありま
すので、途中入所のお申込みをされていても、入所できることを保証するものではありません。

≪ 重 要 ≫


